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会

計

監

査

評

議

員

理

事

顧

　
問

副

会

長

会

　
長

若
干
名

。

各
卒
業
年
度
よ
り
男
女
各
一
名

。

各
地
区
よ
り
若
干
名
と
中
学
校
側
よ
り
二
名

。

会
長
歴
任
者
を
ふ
く
め
若
干
名

。

三
名

（
う
ち
一
名
は
中
学
校
長
が
あ
た
る

）
。

一
名

。

本
会
は
左
の
帳
簿
を
常
備
す
る

。

本
会
は
目
的
達
成
の
た
め

、
左
の
事
業
を
行
う

。

可
否
同
数
の
場
合
は
こ
れ
を
決
す
る

。

右
の
三
つ
の
会
の
成
立
人
員
は
別
に
規
定
せ
ず

、
出
席
人
数
を
も

っ
て
開
催
し

、
そ
の
採
決
は
出
席
人
員
の
多
数
決
に
よ

っ
て
決
め

る

。

評
議
員
会
は
評
議
機
関
で
理
事
会
で
必
要
と
認
め
た
と
き
に
会
長
が
召
集
し

、
総
会
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
事
項
の
議
決
な
ら
び
に
必
要
事

項 理
事
会
は
会
長
が
必
要
あ
る
と
き
こ
れ
を
招
集
す
る

。

本
会
則
は
昭
和
四
十
四
年
八
月
十
五
日
よ
り
施
行
す
る

。

安

田

中

学

校

同

窓

会

会

則

会
則
の
変
更
は
総
会
の
決
議
に
よ
る

。

会
員
の
修
養
に
関
す
る
こ
と

。

母
校
の
発
展
に
関
す
る
こ
と

。

役
員
の
任
期
は
二
年
と
し
再
任
を
妨
げ
な
い

。

役
員
の
選
出
方
法

評
議
員
は
年
度
毎
会
員
の
推
薦
に
よ
り
会
長
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る

。

理
事

、
会
計
監
査
は
地
区
会
員
の
推
薦
に
よ
り
会
長
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る

。

会
長

、
副
会
長
は
総
会
で
選
出
す
る

。

本
会
の
経
費
は
会
費

、
寄
付
金

、
事
業
金
を
も

っ
て
こ
れ
に
あ
て
る

。

副
会
長
は
会
長
を
補
佐
し
会
長
事
故
あ
る
と
き
は
そ
の
任
務
を
代
行
す
る

。

会
費
は
終
身
会
費
と
し
て
入
会
す
る
と
き

（
卒
業
時

）
に
千
円
を
納
入
す
る

。

を
審
議
す
る

。

会
計
監
査
は
年
一
回
会
計
監
査
し
総
会
に
報
告
し
て
承
認
を
求
め
る

。

中
学
校
側
の
二
名
は
会
計

、
議
録
な
ど
事
務
一
般
を
担
当
す
る

。

総
会
は
原
則
と
し
て
年
一
回
開
催
す
る

。
ま
た
会
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
臨
時
に
開
催
で
き
る

。

評
議
員
は
会
長
と
各
卒
業
年
度
会
員
と
の
連
絡
に
あ
た
り
評
議
員
会
に
委
嘱
さ
れ
た
事
項
の
議
決
並
び
に
必
要
事
項
の
審
議
に
あ
た

る

。

本
会
は

、
安
田
中
学
校

（
在
学
一

ヶ
年
以
上

）
お
よ
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
も

っ
て
組
織
し
中
学
校
職
員
は
客
員
と
す
る

。

本
会
は

、
阿
賀
野
市
立
安
田
中
学
校
同
窓
会
と
称
し

、
事
務
局
を
安
田
中
学
校
に
置
く

。

本
会
に
左
の
役
員
を
置
く

。

会
員
相
互
の
親
睦
に
関
す
る
こ
と

。

そ
の
他
必
要
な
こ
と

。

役
員
の
任
務
権
限

会
長
は
会
務
を
総
轄
す
る

。

平
成
二
十
年
三
月
四
日
　
　
　
　
会
則
第
九
条
一
部
改
正

。

理
事
は
会
長
の
命
を
受
け
て
各
種
事
業
案
を
作
成
し
会
務
の
執
行
に
あ
た
る

。

昭
和
五
十
三
年
九
月
十
七
日
　
　
会
則
第
９
条
一
部
改
正

。

昭
和
五
十
五
年
十
月
二
十
一
日
　
会
則
第
四
条
一
部
改
正

。

平
成
十
六
年
四
月
一
日
　
　
　
　
市
制
移
行
に
よ
り
会
則
一
条
一
部
改
正

。

会
計
年
度
は
毎
年
四
月
一
日
に
は
じ
ま
り
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る

。

会
合①

役
員
名
簿
　
　
②
会
員
名
簿
　
　
③
金
銭
出
納
簿
　
　
④
預
金
通
帳
　
　
⑤
会
議
記
録
簿


